
評価指標 実施した取組内容及びその効果 目標の達成状況
実施において明らかになった課題
と今後の対応方針

【２(1)】

一者応札件数割
合：１０％未満

予定価格の金額に応じた競争参
加資格要件の緩和を行ったほ
か、公告期間の延長（従前の原
則１０日以上→２０日以上を確
保）を実施し、数多くの業者が
入札等に参加できるように競争
性の確保に努めた。

令和４年度：5件/20件（25.0％）
令和５年度：3件/19件（15.8％）

令和４年度と比べると、契約件数は１件減少し、一者応
札の件数も２件減少した。一者応札件数割合としては、
15.8％となった。
一者応札の内容は以下の通りである。
【教員資格認定試験の問題冊子等の印刷】教員資格認定
試験の試験問題等の印刷という極めて特殊性の高い業務
であり、万が一にも試験問題の漏洩、試験問題の乱丁、
落丁等、納品の遅延等があってはならないため、応札者
に多くの要件を求めている。そのため、要件に応えるこ
とができる業者が限られ、結果的に一者応札になったと
考えられる。入札を辞退した業者にヒアリングしたとこ
ろ、要件の１つである「ISO/IECの認証を取得していな
いため」との回答があった。
【乗用自動車（ハイブリッド自動車）の購入】調達当時
は世界的な半導体不足の影響で、自動車の各メーカーが
生産停止や減産していた状況であった。そのため、日本
全国で新車の供給不足が生じており、市場に流通してい
る新車が非常に少なく、結果的に一者応札になったと考
えられる。
【損害保険契約】開札後に入札に参加しなかった保険会
社にヒアリングしたところ、一般競争実施時期（２月後
半から３月）が保険会社の法人部門の繁忙期であったこ
とが主な理由で、その他に保険契約の規模（金額）が小
さいことなどの理由から参加しなかったと回答があっ
た。

損害保険契約については、保険会
社の繁忙期を避けることで応札者
が増える可能性がある。今年度は
一般競争時期を早めるなどの検討
を行いたい。
その他の案件についても手続きを
早期に行うようにするとともに、
仕様作成の担当と事前に情報共有
を図っていくこととする。
また案件により業者への積極的な
声掛けを行う等の方法を用いる。
仕様における特定性の排除や入札
参加資格要件の緩和も検討する。

会場借上げや契約を秘密にする必
要がある契約については、随意契
約を検討する。

【２(2)】

前年度比単価ま
たは経費の節減
額

国立特別支援教育総合研究所、
国立青少年教育振興機構、国立
女性教育会館及び本機構の４法
人で、物品の共同調達を実施し
た。

４法人においては、16業務について共同調達等を実施し
た。調達数量をまとめたことによるスケールメリットが
働き、非常食、古紙の溶解等の単価の抑制に効果があっ
た。
また、筑波大学等８機関でコピー用紙・トイレットペー
パーの共同調達を実施した。

経費の節減を図ることができた。

引き続き共同調達を行い、経費の
削減を図る。

【３(1)】

監査室を中心と
した内部監査に
よる点検実績等

業務監査及び会計監査を、書面
監査、実地監査により実施し
た。
特に、会計監査については、４
法人の中から監査員を加えて実
施した。
他法人の監査員が加わり違った
観点から監査されることで、執
行方法の改善に効果があった。
業務運営及び会計処理につい
て、意見交換、情報交換がする
ことができた。

計画に定めた各項目について、業務監査、会計監査の中
で点検を実施した。

国立女性教育会館から監査員が２名参加
・令和６年１月　会計監査実施

計画通り点検を実施できた。

引き続き、他法人の監査員を加え
て実施することとしている。

【３(2)】

契約検証チーム
による点検実績
等

少額随意契約以外の随意契約の
案件について契約検証チームに
よる点検を実施した。

会計規程における「随意契約に
よることができる事由」に該当
する案件の点検を行ったほか、
より競争性のある調達手続の実
施の可否の観点から点検を受
け、その結果、公正性・公平
性・透明性を確保することがで
きた。

随意契約にあたっては、契約の相
手方が一者しかあり得ないのか、
参加資格や条件が適切か、仕様内
容等が妥当か等について引き続き
検証チームにより、厳格に検証し
ていくこととする。

【３(3)】

不祥事の発生の
未然防止・再発
防止のための取
組の実施結果

調達に関して、不祥事の発生の
未然防止・再発防止のための取
組として契約事務処理マニュア
ルを職員へ周知し、意識付けの
徹底を行った。

令和５年度において不祥事が発生することはなかった。 今後も必要に応じて牽制体制の整
備や規程及びマニュアル等の見直
しを行い、周知徹底を図るととも
に情報共有に努めていくこととす
る。

令和５年度調達等合理化計画の実施状況に対する自己評価

令和５年度に対象となった以下の９件について点検を
行った。

第１回（令和５年４月27日）
・令和６年度幼稚園、小学校及び高等学校情報教員資格
認定試験（東京近郊会場）に係る会場借上
・令和６年度小学校教員資格認定試験（大阪近郊会場）
に係る会場借上
第２回（令和５年６月12日）
・令和６年度小学校及び高等学校情報教員資格認定試験
第２次試験に係る会場借上
第３回（令和５年７月28日）
・令和５年度キャリア教育指導者養成研修に係る会場借
り上げ
第４回（令和６年１月30日）
・人事給与事務システムの賃貸借及び保守
第５回（令和６年２月１日）
・令和７年度幼稚園、小学校及び高等学校（情報）教員
資格認定試験（東京近郊会場）に係る会場借上
・令和７年度小学校教員資格認定試験（大阪近郊会場）
に係る会場借上
第６回（令和６年３月15日）
・研修受講履歴記録システム及び教員研修プラット
フォームの運用保守業務
第７回(令和６年３月22日）
・人事給与事務システムの賃貸借及び保守


